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新型コロナウイルス感染症に対する対応について（刑事部裁判官申合せ）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，東京都を対象とする非常

事態宣言が出され，平日の日中についても外出を自粛するよう強い要請がされ

る見込みであることを踏まえ，以下のとおり申し合わせる。

1 裁判員裁判について

緊急事態宣言の期間内に選任手続期日又は公判期日が予定されている事件

については延期する。

2裁判員裁判以外の事件について

（1） 不拘束事件（在宅，保釈中）については，緊急事態宣言の期間内に予定

されているすべての事件につき原則として延期する。

（2） 身柄事件については，緊急事態宣言の期間内に予定されているすべての

事件につき‘検察官，弁護人の意見を聞き，延期可能なもの（例えば，追
起訴が予定されている事件や多数回に渉る証拠調べが予定されている事

件）は延期する。

3 BCPに係る一般継続業務（令状（身柄に関する裁判を含む｡）に関する

事務医療観察事件（鑑定入院命令・決定がされている事件）に関する事

務〉については，通常どおり継続する。


